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クロスプラス株式会社
（証券コード：3320）

第67回  定 時 株 主 総 会

招集ご通知
2019年２月１日～2020年１月31日

日時
2020年４月24日(金曜日)午前10時

受付開始：午前９時30分

場所
名古屋市中区丸の内二丁目４番２号

名古屋銀行協会　５階大ホール

議案
第１号議案　取締役６名選任の件

第２号議案　監査役３名選任の件
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(証券コード:3320)
2020年４月３日

株 主 各 位
名古屋市西区花の木三丁目９番13号

代表取締役社長 山 本 大 寛

第67回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、心より厚くお礼申しあげます。
  さて、当社第67回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよう
ご通知申しあげます。
　なお、本総会の付議事項には、その決議に定足数を必要とする議案がございますので、当日ご
出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の
株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表
示いただき、2020年４月23日（木曜日）午後６時までに到着するよう、折り返しご送付ください
ますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 2020年４月24日（金曜日）午前10時　（受付開始：午前９時30分）

２．場 所 名古屋市中区丸の内二丁目４番２号　名古屋銀行協会　５階大ホール

(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

３．目 的 事 項

報 告 事 項１ 第67期(2019年２月１日から2020年１月31日まで)事業報告の内容、連結計算書
類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２ 第67期(2019年２月１日から2020年１月31日まで)計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役６名選任の件
第２号議案 監査役３名選任の件

以　上

－ 1 －

狭義の招集通知



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2020/03/25 9:17:30 / 19600127_クロスプラス株式会社_招集通知（Ｃ）

（お知らせ）
　◎本招集ご通知に際して提供すべき書面のうち、連結計算書類の連結株主資本等変動計算書、

連結注記表及び計算書類の株主資本等変動計算書、個別注記表につきましては、法令及び定
款に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本株主総会招
集ご通知の添付書類には記載しておりません。従って、本招集ご通知の添付書類に記載され
ている連結計算書類及び計算書類は、監査役及び会計監査人が監査報告を作成するに際して
監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

　◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正をすべき事情が生じた
場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

　◎決議のご通知につきましては、送付せず株主総会終了後に、インターネット上の当社ウェブ
サイトに掲載させていただきます。

（当社ウェブサイト　https://www.crossplus.co.jp/）

（お 願 い）
　◎新型コロナウイルスの感染が広がっております。株主総会へのご出席を検討されている株主
　　様におかれましては、当日までのご自身の健康状態にもご留意いただき、くれぐれもご無理
　　をなされませぬようお願い申しあげます。また、今後の状況により株主総会会場において、
　　感染予防のための措置を講じる場合がありますので、ご理解を賜りますようお願い申しあげ
　　ます。

　◎当日ご出席される株主様には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
　　ださいますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださ
　　いますようお願い申しあげます。

第67期期末配当金のお支払について
　期末配当金関連書類を同封いたしておりますので、お受取りくださいますようお願い申

しあげます。

　当社は、2020年３月19日開催の取締役会におきまして、期末配当金は、１株について７

円とし、支払開始日を2020年４月６日(月曜日）と決定いたしました。

　なお、配当金を「配当金領収証」でお受取りになる株主様におかれましては、払渡しの

期間が2020年４月６日から2020年５月７日まででございますので、お近くのゆうちょ銀行

全国本支店及び出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)でお早めにお受取り願います。

　また、口座振込ご指定の株主様は、ご指定口座への入金をご確認くださいますようお願

い申しあげます。

以　上

－ 2 －
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株主総会参考書類

　議案及び参考事項

第１号議案　取締役６名選任の件
　　取締役６名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締

　役２名を含む取締役６名の選任をお願いするものであります。

　　当社の取締役会は、定款の定めにより９名以内の取締役で構成しております。取締役には、

　当社の生産、営業、管理それぞれの部門の業務に精通し、事業運営及び経営管理に関する豊富

　な知識や経験、能力等を有しており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献す

　ることが期待できる者を選任することを基本方針としております。

　　社外取締役に関しましては、多様な視点、経験豊富で高い専門性を有している人材を候補者

　としております。なお、当社における社外役員の独立性の判断につきましては、東京証券取引

　所及び名古屋証券取引所が定める独立役員にかかる独立性基準に基づき、独立性を判断するこ

　ととしております。

　　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名 現在の当社における地位及び担当
取 締 役 会 へ の
出 席 状 況

１ 再任
やま

山
もと

本
ひろ

大
のり

寛 代表取締役社長
13回／13回
（100％）

２ 再任
にし

西
がき

垣
まさ

正
たか

孝
常務取締役
人事部、経営企画室、総務部担当

13回／13回
（100％）

３ 再任
にし

西
お

尾
ひろ

祐
み

己
常務取締役
カットソー事業部、ブランド事業部、
スペシャリティ事業部担当

10回／10回
（100％）

４ 再任
おお

大
ぐち

口
ひろ

浩
かず

和
常務取締役
ニット事業部、布帛事業部、専門店
事業部担当

10回／10回
（100％）

５ 再任
え

江
ぐち

口
つね

恒
あき

明
社外取締役
独立役員、独立委員会委員

13回／13回
（100％）

６ 再任
ふた

二
み

見
えい

英
じ

二
社外取締役
独立役員

10回／10回
（100％）

（注）取締役西尾祐己氏及び取締役大口浩和氏、取締役二見英二氏については、2019年４月25日就任後の取締役

会への出席状況記載しております。

　　　・独立役員…証券取引所へ届け出の独立役員　　・独立委員会委員…買収防衛策の独立委員会の委員

－ 3 －

取締役６名選任の件



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2020/03/25 9:17:30 / 19600127_クロスプラス株式会社_招集通知（Ｃ）

候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当 社 株 式 数

１

やま

山
もと

本
ひろ

大
のり

寛
(1977年６月24日)

【再任】

2008年１月　当社入社

2009年２月　当社部長社長室兼経営企画室担当

2011年２月　当社執行役員経営企画室兼情報システム室兼

　　　　　　ＥＣ事業開発課担当

2014年４月　当社代表取締役社長

2015年２月　当社代表取締役社長兼営業本部長

2019年２月　当社代表取締役社長（現任）

 74,900株
(13,300株)

　【取締役候補者とした理由】

　山本大寛氏は、当社入社以来、社長室、経営企画室、情報システム室を担当する等、幅広い業務経験

と知識を有しております。また、2014年の代表取締役社長就任後は、当社の企業価値向上に資する様々

な経営課題に対し着実に取組んで改善するなど、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け

て、リーダーシップを発揮していただけるものと判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

２

にし

西
がき

垣
まさ

正
たか

孝
（1959年12月６日）

【再任】

1982年４月　当社入社

2004年２月　当社部長カジュアルＤＩＶ担当

2007年２月　当社執行役員営業担当

2016年２月　当社執行役員人事部兼経営企画室担当

2017年４月　当社取締役人事部、情報システム室、ビジネス

　　　　　　サポート部兼経営企画室担当

2019年４月　当社常務取締役人事部、経営企画室、総務部

　　　　　　担当（現任）

 31,000株
( 3,900株)

　【取締役候補者とした理由】

　西垣正孝氏は、当社に入社してから、営業部門及び管理部門において豊富な業務経験と実績を有して

おります。また、2016年からは人事部や経営企画室等を担当し、人事戦略及び中期経営計画を策定、子

会社の再編等を推進し、経営管理基盤の強化に努めており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値

向上に向けて、全社的な視点から業務を推進していただけるものと判断し、引き続き、取締役候補者と

いたしました。

－ 4 －

取締役６名選任の件
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候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当 社 株 式 数

３

にし

西
お

尾
ひろ

祐
み

己

(1965年１月29日)

【再任】

1988年４月　当社入社

2009年２月　当社部長カットソーＤＩＶ長兼ミセスＤＩＶ

　　　　　　担当

2011年２月　当社執行役員営業担当

2017年２月　当社常務執行役員カットソー部、ブランドＤＩ

　　　　　　Ｖ、マーケット開発部、生産コントロール部担当

2019年４月　当社常務取締役カットソー事業部、ブランド

　　　　　　事業部担当兼スペシャリティ事業部長

2020年２月　当社常務取締役カットソー事業部、ブランド

　　　　　　事業部、スペシャリティ事業部担当（現任）

 10,200株
( 1,200株)

　【取締役候補者とした理由】

　西尾祐己氏は、当社に入社以来、製造卸売事業におけるカットソー事業やブランド事業について豊富

な業務経験と実績を有しております。また、ブランド小売やＥＣ販売等の当社の重要経営施策を積極的

に主導する等、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた事業拡大を牽引していただける

ものと判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

４

おお

大
ぐち

口
ひろ

浩
かず

和
(1965年４月28日)

【再任】

1988年４月　当社入社

2011年２月　当社部長ニット＆ブラウスＤＩＶ

2012年２月　当社執行役員営業担当

2017年２月　当社常務執行役員ニット部、生産コントロール部

担当兼ぺンドーラＤＩＶ長

2019年４月　当社常務取締役ニット事業部、布帛事業部、

　　　　　　専門店事業部担当（現任）

  2,300株
( 1,200株)

　【取締役候補者とした理由】

　大口浩和氏は、当社に入社以来、製造卸売事業におけるニット事業や布帛事業について豊富な業務経

験と実績を有しております。また、専門店向け販売等の当社の重要経営施策を積極的に主導する等、当

社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた事業拡大を牽引していただけるものと判断し、引

き続き、取締役候補者といたしました。

－ 5 －

取締役６名選任の件
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候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当 社 株 式 数

５

え

江
ぐち

口
つね

恒
あき

明

(1950年12月５日)

【再任】【社外】
【独立】【独立委員】

1974年４月　伊藤萬(現日鉄物産㈱）㈱入社

2007年４月　住金物産㈱(現日鉄物産㈱)取締役専務執行役員
　　　　　　繊維カンパニー長

2012年６月　同社取締役副社長繊維カンパニー長

2013年10月　日鉄住金物産㈱(現日鉄物産㈱)取締役副社長

2015年４月　同社取締役

2017年４月　当社社外取締役（現任）

500株

　【社外取締役候補者とした理由】

　　江口恒明氏は、繊維業界での海外勤務経験と海外事業戦略に関する高い見識を有しております。社外
取締役として、独立した立場で、取締役会の審議における重要な事項について、積極的な意見や提言等
をいただいており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、経営の監督を適切に行っ
ていただけるものと判断し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。

６

ふた

二
み

見
えい

英
じ

二
(1952年２月１日)

【再任】【社外】
【独立】【独立委員】

1974年４月　東急不動産㈱入社

2002年４月　同社執行役員経営企画部統括部長

2006年６月　同社取締役執行役員リゾート事業本部長

2008年４月　同社取締役常務執行役員リゾート事業本部担当

2011年６月　同社常勤監査役、㈱東急コミュニティー社外

監査役、東急リバブル㈱社外監査役、㈱東急

ハンズ社外監査役

2013年10月　東急不動産ホールディングス㈱常勤監査役

2019年４月　当社社外取締役（現任）

100株

　【社外取締役候補者とした理由】

　　二見英二氏は、不動産業界の豊富な経験とグループ経営に関する高い見識を有しております。社外取
締役として、独立した立場で、取締役会の審議における重要な事項について、積極的な意見や提言等を
いただいており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、経営の監督を適切に行って
いただけるものと判断し、引き続き、社外取締役候補者といたしました。

－ 6 －

取締役６名選任の件
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　(注)１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

　　　２．江口恒明氏及び二見英二氏は、社外取締役候補者であります。

　　　３．社外取締役候補者について

(1)当社社外取締役に就任してからの年数について

　江口恒明氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって３年となります。

　二見英二氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

(2)社外取締役との責任限定契約について

　当社は、社外取締役江口恒明氏及び社外取締役二見英二氏との間で、会社法第427条第１項の規定に
基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を
継続する予定です。

　なお、責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

　社外取締役としての任務を怠ったことによって生じた損害賠償責任については、金350万円又は会社
法第425条第１項が定める 低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任を負担する。

４．当社は、社外取締役江口恒明氏及び社外取締役二見英二氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の
定めに基づく独立役員として両取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き
独立役員とする予定です。

５．当社は、社外取締役江口恒明氏を買収防衛策の独立委員会規則の定めに基づく独立委員会委員として
選任しており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立委員とする予定です。

６．社外取締役二見英二氏は、買収防衛策の独立委員会規則の定めに基づく独立委員会委員の要件を満た

　　しており、同氏の選任が承認された場合には、独立委員会の委員として選任する予定です。

７．各取締役の所有株式数には、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数を含めて表示しており、その株

式数を（）内に記載しております。

－ 7 －

取締役６名選任の件
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第２号議案　監査役３名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査役虫鹿宏氏、曽我孝行氏、川合正氏の３名が任期満了となりま

すので、新たに監査役３名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当 社 株 式 数

１

む

虫
しか

鹿
 

　
ひろし

宏
(1955年８月７日)

【再任】

1979年３月　当社入社

2004年４月　当社取締役経理部長

2009年４月　当社常務取締役経理部長兼財務部兼関係会社

　　　　　　担当

2016年４月　当社常務取締役経理部兼内部監査室担当

2018年４月　当社監査役

2019年４月　当社常勤監査役（現任）

8,750株

　【監査役候補者とした理由】

　虫鹿宏氏は、当社で長年にわたり経理や財務部門を担当し、会計や財務に関する豊富な業務経験と実

績を有しております。この経験や実績を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け

て、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性の確保に貢献していただけるものと判断し、

引き続き、監査役候補者といたしました。

２

そ

曽
が

我
たか

孝
ゆき

行
(1953年５月28日)

【再任】

1977年４月　当社入社

2002年４月　当社取締役管理部門統括兼人事部長

2006年４月　当社常務取締役管理部門統括兼人事部長

2015年２月　当社常務取締役内部監査室担当

2016年４月　当社常勤監査役

2019年４月　当社監査役（現任）

43,050株

　【監査役候補者とした理由】

　曽我孝行氏は、当社で長年にわたり人事や総務等の管理部門を担当し、人事や総務に関する豊富な業

務経験と実績を有しております。この経験や実績を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値

向上に向けて、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性の確保に貢献していただけるもの

と判断し、引き続き、監査役候補者といたしました。

－ 8 －

監査役３名選任の件
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候補者
番　号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当 社 株 式 数

３

とよ

豊
だ

田
 

　
みのる

稔
(1952年11月２日)

【新任】【社外】
【独立】

1975年４月　三井生命保険相互会社(現大樹生命保険㈱)入社

2003年２月　同社経営企画部門主計統括室長

2004年４月　同社執行役員主計部門長

2006年４月　ＮＢＣカスタマーサービス㈱代表取締役社長

2009年４月　三井生命保険㈱(現大樹生命保険㈱)常務執行

　　　　　　役員

2010年４月　三生保険サービス㈱代表取締役社長

2013年６月　㈱ＮＴＴデータエマーズ代表取締役社長

―

　【社外監査役候補者とした理由】

　豊田稔氏は、システム会社の代表取締役を務め、システムに関する豊富な知見を有し、また、金融機
関における経営企画や財務に関する知見を有しております。この経験や実績を踏まえ、当社の持続的な
成長と中長期的な企業価値向上に向けて、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性の確保
に貢献していただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

　(注)１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

　　　２．豊田稔氏は、社外監査役候補者であります。

　　　３．社外監査役との責任限定契約について

　当社は、豊田稔氏が社外監査役に就任した場合、会社法第427条第１項の規定に基づき同氏との間

で損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。その内容の概要は、社外監査役としての

任務を怠ったことによって生じた損害賠償責任については、金250万円又は会社法第425条第１項が定

める 低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任を負担するものであります。

　　　４．豊田稔氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、

　　　　　同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定です。

以上

－ 9 －
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

(2019年２月１日から
2020年１月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度（2019年２月１日～2020年１月31日）におけるわが国経済は、景気全体と

しては消費増税による個人消費の落ち込みなど景気の後退感が強まり、米中貿易摩擦や欧州

の政治・経済の不安定化等で世界経済の減速懸念が増す中、先行きの不透明な状況が続きま

した。

　当アパレル業界では、平年を上回る台風の上陸や暖かな秋冬となったこと、また消費増税

の影響もあり、ファッション衣料の販売にとっては厳しい環境となりました。

　このような環境の中、当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、

今期を初年度とする中期経営計画の基本方針として、アパレル事業の創る力をベースに業態・

機能を掛け合わせることで、新業態の確立、アパレルの機能強化、事業領域の拡大を掲げ、

推進してまいりました。

　売上高は、アパレル卸売部門では７月の記録的な低気温により夏物商品が販売不振となり、

また暖冬の影響により冬物商品が振るわなかったこと等で494億93百万円(前年同期比8.6％

減)と前年を下回りました。アパレル小売部門ではＥＣ販売が伸長し89億29百万円(前年同期

比1.6％増)と増加しました。

　利益面ではアパレル卸売部門で各販売チャネルにおける採算性の見直しを進めたことや、

主力工場での生産強化、アセアン工場の活用による原価低減に努めました。また、アパレル

小売部門ではＥＣ販売が拡大したことや、店舗の採算性の向上に努めました。以上により、

売上総利益率が前年から2.8ポイント改善したことで、売上総利益は129億69百万円(前年同期

比6.5％増)となりました。経費は売上減少による物流費減少があったものの、ＥＣ関連のシ

ステム投資や販売促進費用、貸倒引当金繰入額の増加により、販売費及び一般管理費は124億

47百万円(前年同期比2.4％増)となりました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は584億93百万円(前年同期比7.0％減)、営業利益は

５億21百万円(前年同期比1,969.2％増)、経常利益は受取家賃の計上等により７億１百万円

(前年同期比194.4％増)、親会社株主に帰属する当期純利益は投資有価証券売却益の計上等に

より６億22百万円(前年同期比92.4％増）となりました。
　なお、当社グループは、衣料品事業の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいと考
えられることから、セグメント情報の記載を省略しております。

－ 10 －

事業の経過及びその成果
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　　　事業部門別の売上高は、以下のとおりです。

区 分 金額（百万円） 前年同期比（％）

ア パ レ ル 卸 売 49,493 △8.6

ア パ レ ル 小 売 8,929 ＋1.6

そ の 他 69 ―

合 計 58,493 △7.0

(注)当期より事業部門別の売上高を記載しております。

アパレル卸売：自社企画商品を小売店に販売する事業部門

アパレル小売：自社企画商品を直接消費者に販売する事業部門

　　　販売チャネル別の売上高は、以下のとおりです。

区 分 金額（百万円） 前年同期比（％）

専 門 店 27,128 △1.8

量 販 店 21,365 △13.0

無 店 舗 5,774 △16.1

百 貨 店 他 2,939 △6.7

Ｅ Ｃ 1,003 ＋113.0

そ の 他 281 ―

合 計 58,493 △7.0

(注)当期より表記の見直しを行い、旧区分「専門店」「量販店」「無店舗」「その他卸売」

「小売」「その他」「消去」から、新区分「専門店」「量販店」「無店舗」「百貨店他」「Ｅ

Ｃ」「その他」に変更しております。なお、前年同期比は新区分による同水準比較としてお

ります。

(2) 設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は、50百万円（有形固定資産取

得価額ベース）であります。

(3) 資金調達の状況
当連結会計年度の所要資金は、自己資金、金融機関からの借入金により調達いたしました。

その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。

－ 11 －

事業の経過及びその成果
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(4) 対処すべき課題
足元の喫緊の課題は新型コロナウイルスに関する対応です。アパレル卸売では中国での生

産遅延に伴う納期遅れや国内小売店舗の集客減少等が売上に影響を及ぼしています。生産面
では、中国現地法人の生産管理支援やアセアンへ生産地の振替を進めています。販売面では、
盛夏以降の商品企画の見直しやＥＣ販売の強化等をすることで、生産や販売の状況変化に機
動的な対応をしてまいります。
また中長期では、国内市場では人口減少や少子高齢化に伴う市場規模の縮小や、ライフス

タイルの変化に伴い消費構造の多様化が進んでいます。当社は、2019年２月からスタートし
た中期経営計画において、アパレル事業の創る力をベースに業態・機能を掛け合わせること
により、収益の回復と業態転換を進めてまいります。多様化する消費動向に対応するため、
ＥＣビジネスの強化やブランドビジネスの拡大を図り、新業態の確立を進めてまいります。
また、変化する流通チャネルに対応するため、専門店販路の拡大や商品企画の強化を行い、
アパレルの機能強化を図ってまいります。さらにアパレル事業においては、Ｍ＆Ａや事業提
携等による事業の拡大を進めていきます。

今後も、収益基盤の強化に努め、企業価値の向上に取組んでまいります。

－ 12 －
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(5) 直前三事業年度の財産及び損益の状況の推移
①　企業集団の財産及び損益の状況の推移

区　　分
第64期

(2017年１月期)
第65期

(2018年１月期)
第66期

(2019年１月期)

第67期
(当連結会計年度)

(2020年１月期)

売 上 高(百万円) 65,130 62,780 62,901 58,493

経 常 利 益(百万円) 888 526 238 701

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

(百万円) 820 666 323 622

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 112円11銭 91円14銭 44円22銭 84円97銭

総 資 産(百万円) 29,581 29,264 27,920 25,886

純 資 産(百万円) 10,892 11,782 11,781 12,405

１ 株 当 た り 純 資 産 額 1,488円56銭 1,608円38銭 1,606円81銭 1,689円76銭

（注）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）を当連結会計年度
の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
示する方法に変更するとともに、前連結会計年度の金額は組替え後の金額で表示しております。

②　当社の財産及び損益の状況の推移

区　　分
第64期

(2017年１月期)
第65期

(2018年１月期)
第66期

(2019年１月期)

第67期
（当事業年度）
(2020年１月期)

売 上 高(百万円) 62,158 60,013 57,667 54,169

経 常 利 益(百万円) 886 531 408 967

当 期 純 利 益(百万円) 837 685 417 887

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 114円51銭 93円63銭 57円05銭 121円11銭

総 資 産(百万円) 28,089 27,868 26,074 25,112

純 資 産(百万円) 10,709 11,523 11,635 12,489

１ 株 当 た り 純 資 産 額 1,463円58銭 1,572円94銭 1,586円87銭 1,701円29銭

（注）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）を当事業年度の期
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示す
る方法に変更するとともに、前事業年度の金額は組替え後の金額で表示しております。

－ 13 －
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(6) 重要な子会社の状況

会　社　名 資 本 金 議決権比率 主 な 事 業 内 容

株式会社 サ ー ド オ フ ィ ス 10
百万円

100.0
％

専門店へのＯＤＭ

株式会社 中初 10 100.0 帽子の製造卸売

株式会社 ク リ ー ズ 10
100.0

（100.0）
貿易業務

客楽思普勒斯(上海)服飾整理有限公司 50 100.0 衣料品の検品、検針、物流加工

株式会社 デ ィ ス カ バ リ ー プ ラ ス 10 100.0 児童発達支援事業

（注）議決権比率の欄の（　）は、間接所有割合で、内数で記載しております。

(7) 主要な事業内容（2020年１月31日現在）
　当社グループは、クロスプラス株式会社（当社）及び連結子会社５社で構成されており、
婦人衣料の企画・製造・販売を主な事業としているほか、服飾雑貨の企画・製造・販売や店
舗・ＥＣサイトでの小売販売を行っております。
　クロスプラス株式会社の中核事業は婦人衣料の製造卸売販売で、量販店、専門店、無店舗
等の幅広い取引先に対し販売を行っております。その他に服飾雑貨の製造卸売販売やデザイ
ナーズブランドの衣料・雑貨を企画、製造し、主に百貨店の直営店舗における販売を行って
おります。
　株式会社サードオフィスは専門店へのメンズＯＤＭ(相手先ブランドによる企画・生産)・
ＯＥＭ（相手先ブランドによる生産）販売を行うほか、ＥＣサイトによるアクセサリーの直
接消費者への販売を行っております。
　株式会社中初はレディスの帽子を主力とし専門店を中心に製造卸売販売を行っております。
　客楽思普勒斯(上海)服飾整理有限公司は中国での当社商品の検品・検針・物流加工を行っ
ております。
　その他事業として、株式会社ディスカバリープラスは、児童発達支援サービスを行ってお
ります。

(8) 主要な営業所の状況（2020年１月31日現在）

名　　称 所　在　地

本　　社 名古屋市西区

東　京　支　店 東京都中央区

店　舗　(注) 国内23店舗  横浜高島屋店等

Ｃ Ｐ 流 通 セ ン タ ー 岐阜県海津市

中　部　セ　ン　タ　ー 岐阜県海津市

 （注）「49AV JUNKO SHIMADA」、「ATSURO TAYAMA」、「AT」ブランドを展開しております。

－ 14 －
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(9) 重要な子会社の事業所等（2020年１月31日現在）

名  　称 所 在 地

株式会社 サ ー ド オ フ ィ ス 本社 東京都目黒区

株式会社 中初 本社 東京都台東区

株式会社 ク リ ー ズ 本社 東京都台東区

客楽思普勒斯(上海)服飾整理有限公司 本社 中国上海市

株式会社 デ ィ ス カ バ リ ー プ ラ ス 本社 東京都中央区

(10) 従業員の状況（2020年１月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

事業部門 従業員数 前連結会計年度末比増減

アパレル卸売 554(220)名 △26( △3)名

アパレル小売 144(278) ＋7(＋21)

そ の 他 34(  5) ＋3( ＋2)

合　　計 732(503) △16(＋20)

　(注)１．従業員数は就業人員（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社
グループへの出向者を含むほか、嘱託を含んでおります。）であり、（　）内に臨時従業員としてパ
ートタイマー、アルバイト及び派遣社員の 近１年間の平均人員（１日８時間換算）を外数で記載し
ております。

２．前連結会計年度末比増減につきましては、当期より組織変更をしているため、当期の組織を基準にし
て増減を記載しております。

②　当社の従業員の状況

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

609(457)名 ＋3(＋13)名 41.8歳 14.8年

　(注)１．従業員数は就業人員（当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含むほか、嘱託を
含んでおります。）であり、（　）内に臨時従業員としてパートタイマー、アルバイト及び派遣社員
の 近１年間の平均人員（１日８時間換算）を外数で記載しております。

２．平均年齢及び平均勤続年数の数値には、臨時従業員の数値は含まれておりません。

(11) 主要な借入先及び借入額（2020年１月31日現在）

借　入　先 借入残高（百万円）

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 869

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 566

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 440

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 190

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 187

－ 15 －
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２．会社の株式に関する事項（2020年１月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 31,600,000株

(2) 発行済株式の総数 7,718,800株 (自己株式386,761株を含む）

(3) 単元株式数 100株

(4) 株主数 10,684名 (前事業年度末比　　 717名増)

(5) 大株主（上位10名）

株　　主　　名 持 株 数 持 株 比 率

　村　隆　幸 600,050
株

8.18
％

クロスプラス社員持株会 313,060 4.26

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社
249,600 3.40

田村駒株式会社 238,400 3.25

森　　　文　夫 233,330 3.18

株式会社ヤギ 218,600 2.98

有限会社シーピーモアー 171,450 2.33

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 166,000 2.26

ＣＰ共栄会 164,200 2.23

株式会社みずほ銀行 134,300 1.83

　(注)　当社は自己株式386,761株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。また、持株比

率は、自己株式を控除して計算しております。

  (6) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

－ 16 －
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３．会社の新株予約権等に関する事項

①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権の状況

① 2017年６月発行新株予約権（株式報酬型ストックオプション）(2017年６月２日発行）

新株予約権の数 85個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 8,500株

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額

新株予約権１個当たり100円

（１株当たり　　　 　　１円）

新株予約権の行使期間 2017年６月３日から2046年６月２日まで

新株予約権の行使の条件 （注)(1)､(2)､(5)

役員の保有状況
取締役

（社外取締役を除く）

新株予約権の数　　　   85個

目的となる株式数　  8,500株

保有者数　　　　　　　 ２人

② 2018年６月発行新株予約権（株式報酬型ストックオプション）(2018年６月８日発行）

新株予約権の数 42個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 4,200株

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額

新株予約権１個当たり100円

（１株当たり　　　 　　１円）

新株予約権の行使期間 2018年６月９日から2046年６月８日まで

新株予約権の行使の条件 （注)(1)､(3)､(5)

役員の保有状況
取締役

（社外取締役を除く）

新株予約権の数　　　   42個

目的となる株式数　  4,200株

保有者数　　　　　　　 ２人

－ 17 －
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③ 2019年６月発行新株予約権（株式報酬型ストックオプション）(2019年６月３日発行）

新株予約権の数 69個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 6,900株

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額

新株予約権１個当たり100円

（１株当たり　　　 　　１円）

新株予約権の行使期間 2019年６月４日から2048年６月３日まで

新株予約権の行使の条件 （注）(1)､(4)､(5)

役員の保有状況
取締役

（社外取締役を除く）

新株予約権の数　　　  69個

目的となる株式数　 6,900株

保有者数　　　　　　　４人

（注)新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」に定める期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日

の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を

一括してのみ行使できるものとする。

(2)新株予約権者は、前記(1)にかかわらず、2046年６月２日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2046

年６月３日から2047年６月２日までに新株予約権を行使することができる。

(3)新株予約権者は、前記(1)にかかわらず、2046年６月８日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2046

年６月９日から2047年６月８日までに新株予約権を行使することができる。

(4)新株予約権者は、前記(1)にかかわらず、2048年６月３日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2048

年６月４日から2049年６月３日までに新株予約権を行使することができる。

(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによ

る。

－ 18 －
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②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

2019年６月発行新株予約権（株式報酬型ストックオプション）(2019年６月３日発行）

新株予約権の数 60個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 6,000株

新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額

新株予約権１個当たり100円

（１株当たり　　　 　　１円）

新株予約権の行使期間 2019年６月４日から2048年６月３日まで

新株予約権の行使の条件 （注）

使用人等への交付
状況

当社使用人

新株予約権の数　　　  60個

目的となる株式数　 6,000株

交付者数　　　　　　　７人

（注)新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」に定める期間内において、当社の取締役及び使用人等の地位

を全て喪失した日の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限

り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

(2)新株予約権者は、前記(1)にかかわらず、2048年６月３日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、2048

年６月４日から2049年６月３日までに新株予約権を行使することができる。

(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによ

る。

－ 19 －
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（2020年１月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 山 本 大 寛

常 務 取 締 役 西 垣 正 孝 人事部、経営企画室、総務部担当

常 務 取 締 役 西 尾 祐 己
カットソー事業部、ブランド事業部担当兼

スペシャリティ事業部長

常 務 取 締 役 大 口 浩 和 ニット事業部、布帛事業部、専門店事業部担当

取 締 役 江 口 恒 明 独立委員会委員

取 締 役 二 見 英 二

常 勤 監 査 役 虫 鹿 　 宏

監 査 役 曽 我 孝 行

監 査 役 川 合 　 正 独立委員会委員、株式会社オオバ社外監査役

監 査 役 松 永 安 彦 独立委員会委員、NSSK中部・北陸ジェンパー合同会社社長

　(注)１．取締役江口恒明氏及び取締役二見英二氏は、社外取締役であります。

２．監査役川合正氏及び監査役松永安彦氏は、社外監査役であります。

３．当社は取締役江口恒明氏及び取締役二見英二氏、監査役松永安彦氏を、東京証券取引所及び名古屋証
券取引所の各規則に定める独立役員として両取引所に届け出ております。

４．当期における取締役の異動

(1)当期における新任取締役

取締役 西尾祐己（2019年４月25日就任）　　　取締役 大口浩和（2019年４月25日就任）

取締役 二見英二（2019年４月25日就任）

(2)当期における退任取締役

取締役会長 森　文夫（2019年４月25日退任）　取締役副会長 村隆幸（2019年４月25日退任）

取締役 　　大爺正博（2019年４月25日退任）

(2) 責任限定契約の内容の概要
・当社は、社外取締役江口恒明氏及び社外取締役二見英二氏と、会社法第427条第１項の規定に基づき損害

賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を当社定款第27条に規定しており、契約を締結してお
ります。その契約内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役としての任務を怠ったことによって生じた損害賠償責任については、金350万円又は会社法第
425条第１項が定める 低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任を負担する。

－ 20 －
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・当社は、社外監査役川合正氏及び社外監査役松永安彦氏と、会社法第427条第１項の規定に基づき損害賠
償責任を限定する契約を締結することができる旨を当社定款第35条に規定しており、契約を締結しており
ます。その契約内容の概要は次のとおりであります。
社外監査役としての任務を怠ったことによって生じた損害賠償責任については、金250万円又は会社法第
425条第１項が定める 低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任を負担する。

(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

区分 支給人員 報酬等の総額

取　締　役
（うち社外取締役分）

９名
（３名）

１００百万円
(８百万円)

監　査　役
（うち社外監査役分）

４名
（２名）

２１百万円
(８百万円)

合　　計
（うち社外役員分）

１３名
（５名）

１２２百万円
（１６百万円)

　(注)１．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．2008年４月24日開催の第55回定時株主総会の決議による取締役の報酬限度額は年額３億60百万円以

内（うち社外取締役分は年額30百万円以内、なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない｡）、
監査役の報酬限度額は年額36百万円以内であります。また、別枠で、2017年４月25日開催の第64回定
時株主総会において、当社取締役（社外取締役を除く）に対し、ストック・オプション報酬額として
年額50百万円以内と決議いただいております。

３．上記の報酬等の総額には、ストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権に係る当事業年度
　　における費用計上額として、次の金額が含まれております。
　　・取締役４名　４百万円（社外取締役には割り当てておりません。）
４．当事業年度に支払った役員退職慰労金
　　2015年４月23日開催の第62回定時株主総会決議に基づき、2019年４月25日開催の第66回定時株主総会

終結の時をもって退任した取締役に対して支払った役員退職慰労金は以下のとおりであります。
　　・取締役２名に対して283百万円
　　（金額には、過年度の事業報告において役員の報酬等の総額に含めた役員退職慰労金の繰入額として
　　　取締役２名283百万円が含まれております。）

(4) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・該当事項はありません。

② 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・社外監査役川合正氏は、株式会社オオバの社外監査役であります｡ なお､当社と同社との間に特別の関

係はありません。

・社外監査役松永安彦氏は、NSSK中部・北陸ジェンパー合同会社の社長であります｡ なお､当社と同社と

の間に特別の関係はありません。

③ 当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者との関係
・該当事項はありません。

－ 21 －
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④ 当事業年度における主な活動状況

活動状況

取締役　江口恒明

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしました。出席

した取締役会において、当社の経営に対し適宜必要な発言を行っており

ます。

取締役　二見英二

2019年４月25日の就任以降に開催された取締役会10回の全てに出席いた

しました。出席した取締役会において、当社の経営に対し適宜必要な発

言を行っております。

監査役　川合　正

当事業年度に開催された取締役会13回及び監査役会13回の全てに出席い

たしました。出席した取締役会及び監査役会において、当社の経営に対

し適宜必要な発言を行っております。

監査役　松永安彦

当事業年度に開催された取締役会13回及び監査役会13回の全てに出席い

たしました。出席した取締役会及び監査役会において、当社の経営に対

し適宜必要な発言を行っております。

（注）上表の取締役会の開催回数の他、会社法第370条及び定款の規定に基づき取締役会決議があった

　　　ものとみなす書面決議が１回ありました。
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５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

ひびき監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①報酬等の額 28百万円

②当社及び当社の子会社が支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

28百万円

 (注)1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査の報酬等と金融商品取引
法に基づく監査の報酬等とを区別しておらず、また実質的にも区分できないため、①の報酬等
の額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等が含まれています。

 　　2. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査時間・配員計画、報酬見積額の相当性などを
確認し、検討の結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認
められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監
査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される株主総会におきまして、会計監査人
を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要
　当社と会計監査人ひびき監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する 低責任限度額としております。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　業務の適正を確保するための体制の整備について、当社取締役会において決議した事項は、
以下のとおりであります。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社は、取締役及び使用人が法令及び定款に適合した行動をとるための指針として、
クロスプラスグループ企業行動指針及びコンプライアンスに関する諸規程を定めていま
す。
　当社は、これら行動指針や規程を遵守するための取組みとして、取締役会直轄の「コ
ンプライアンス委員会」を設置し、グループ全体のコンプライアンスを中心としたリス
ク管理体制の整備を行い、取締役及び使用人に対しコンプライアンスの周知を図ります。
　また、内部監査部門は、取締役及び使用人による職務の執行が、法令・定款及び社内
規程に違反することなく適切に行われているかどうかを確認するため、当社各部門及び
子会社に対して内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告します。
　取締役及び使用人が法令及び定款に適合しないおそれのある行為や反倫理的行為を発
見した場合、通常の報告ラインとは別に情報提供を行う窓口として内部通報制度「ヘル
プライン」を設置しており、通報の内容に応じて事実関係の調査や是正策を迅速に実施
しうる体制としています。
　反社会的勢力に対しては、反社会的勢力排除規程を整備し組織的に毅然とした対応を
図るとともに、日頃から外部専門機関との連携を図り、反社会的勢力への対応について
助言、指導を受けることで、体制を整備しています。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役会議事録等の重要な書類については、文書管理規程にしたがって、文書又は電
磁的媒体（以下 文書等という）にて適切に記録、保存、管理及び廃棄を行います。ま
た、取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとします。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、コンプライアンス、品質、環境、災害、情報セキュリティ等に係るリスクに
ついては、担当取締役を配置しリスク管理体制の整備に努めるとともに、リスク発生時
には早期・正確な情報収集及び迅速・適切な対応を図るための体制を整えています。
また、取締役会直轄の「コンプライアンス委員会」を設置し、企業活動に関するリスク
をグループ横断的に管理統括するとともに、活動状況を定期的に取締役会に報告します。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、市場環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入し、経営方針・戦
略の意思決定機関及び業務執行の監督機関である取締役会と業務執行機関である執行役
員会とに役割を分離します。
　取締役会は、毎月１回以上開催し、経営方針・計画の決定及びその進捗状況を検証し、
法令・定款及び規程等に定められた事項の審議・決定を行います。また、情報や課題の
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共有化で、取締役の職務執行の効率的な実施を図ります。
　執行役員会は、執行役員及び連結子会社社長を中心に毎月１回以上開催し、営業上の
課題を中心に重要事項の検討や計画の進捗状況を確認し意思決定の迅速化を図ります。

⑤　当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社は、子会社へ取締役又は監査役を当社から派遣し、取締役は子会社の職務執行を
監視・監督し、監査役は子会社の業務執行状況を監査します。また、関係会社管理規程
に基づき、管理部門が主体となり子会社の管理、指導を行います。さらに、内部監査部
門は各子会社に対し定期的に内部監査を実施し内部統制の強化を図ります。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
　当社は、監査役の職務を補助すべき専属の使用人は特に設けておりません。監査役は、
必要に応じて、使用人に監査業務に関する事項を命令することができるものとし、監査
役より監査業務の命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、所属長等の指揮
命令を受けないものとします。

⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
　取締役及び使用人は、当社に重大な影響を及ぼす事項等について知ったときは、遅滞
なく監査役に報告するものとします。
　監査役が、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するために、取締役会そ
の他の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることが
できる体制を確保します。
　監査役へ報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受
けることを禁止します。また、監査役の職務を遂行する上で必要な費用の前払い、又は
償還の手続、その他の当該職務の遂行について生ずる費用又は債務等の請求をしたとき
は、速やかに当該費用又は債務を支払うものとします。

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役は、代表取締役との間で定期的な意見交換会を開催します。また、内部監査部
門及び会計監査人と定期的に監査結果に関する連絡会を開催するほか、必要に応じて外
部の専門家（弁護士、会計士等）を活用することができること等、監査役の監査が実効
的に行われることを確保する体制を整備します。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①　コンプライアンスに対する取組み

　当社は、各部門の責任者から成るコンプライアンス委員会を定期的に開催し、コンプ
ライアンスやリスク管理に関する課題や改善策の検討を行い、各部門及び子会社に対し
改善を指示しました。コンプライアンスに関する啓蒙については、グループ全体の集合
研修の開催、職種別・会社別に重要性の高い項目について個別研修の実施、経営理念や
グループ企業行動指針を明記した「クレドカード」の携行、幹部会議でのコンプライア
ンスに関する発信等を行い、法令、規程等の遵守やリスク管理の強化に努めました。
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また、社外役員が、社内取締役・執行役員・各部門責任者と個別面談を実施し、職務全
般について聞き取りを行い業務執行の適正性を確認しました。

②　取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための取組み
　取締役会は、年間13回開催しました(その他書面決議が１回ありました)。取締役の職
務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために社外役
員が常時出席いたしました。
　その他、執行役員会、営業会議を毎月開催し、取締役会で話し合われた内容の共有化
を図るとともに、各部門における重点事項及び課題の報告やそれらの対策などの検討を
行いました。

③　監査役の監査について
　当社の監査役は、取締役会やその他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行につい
て監査を行いました。また、代表取締役との意見交換会や会計監査人及び当社の監査部
と監査計画や監査結果に関する連絡会を開催し、監査の実効性向上を図りました。

④　内部監査の実施について
　当社の監査部は、コンプライアンスや財務報告の信頼性の確保等を目的に、内部統制
上のリスクに応じ重点項目を定めた上で監査計画を策定し、この計画に基づき当社の各
部門及び子会社に対し内部監査を実施しました。内部監査により不備が発見された場合、
該当の部門・子会社の責任者に対し改善指示を発信するとともに、該当の部門・子会社
から改善策の報告及びその後改善策の実施状況について監査を行いました。また、監査
結果については、代表取締役及び取締役会に定期的に報告を行いました。

⑤　財務報告に係る信頼性の確保に対する取組み
　当社は、当社及び当社子会社の全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の
整備・運用状況について、監査部が主管部署となり各部門の責任者による担当業務の自
己点検及びその結果について内部監査を実施し、内部統制に関する体制や業務プロセス
のリスクやコントロールなど財務報告の信頼性について検証を行いました。
　監査部はそれら検証結果を内部統制委員会へ報告し、内部統制委員会は財務報告に係
る内部統制の有効性について評価を行い、代表取締役及び取締役会に報告を行いました。

⑥　反社会的勢力を排除するための取組み
　当社は、当社及び当社子会社における反社会的勢力との一切の関係を排除するための
組織体制その他の対応に関する事項を反社会的勢力排除規程に定め、反社会的勢力との
関係を一切排除するよう組織的に対応するとともに、企業の社会的責任を果たすことに
努めました。
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(3) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
  ①　基本方針の内容

  当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務及び
事業の内容、当社グループの独自性及び当社グループの企業価値の源泉を十分に理解し、
当社が中長期的な経営を行っていくことで当社の企業価値・株主共同の利益を継続的か
つ持続的に確保し向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。
  当社は、当社の支配権の移転を伴う買付提案についての判断は、 終的には株主の皆
様全体の意思に基づき行われるべきものであると考えております。また、当社は、当社
株式の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、
これを一概に否定するものではありません。
　しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の
利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するお
それがあるもの、当社取締役会や株主の皆様が株式の大量買付の内容等について検討し
あるいは当社取締役会が代替案を提案するための時間や情報を提供しないもの、当社が
買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とする
もの等、当社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
　当社としては、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行
う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

②　当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別
な取組み

      当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させ、投資家の皆様に継続して当社
株式を投資していただくため、以下の取組みを実施しております。
・企業価値向上への取組み

当社は、1953年に櫻屋商事株式会社を設立し、婦人服の企画・製造・販売を行う総
合アパレル企業として、量販店を中心に多くのお取引先を通じ、業容を拡大してまい
りました。2001年にクロスプラス株式会社に社名変更し、「夢と喜びあふれるファッ
ションを提供し、豊かな社会の創造に貢献する。」の経営理念のもと、製造卸売事業
を主軸としながら店舗、ＥＣ販売での小売事業を加えたグループ戦略を通じ、持続的
成長と経営基盤の強化に取組んでまいりました。
当社事業の特徴は、婦人服業界トップクラスの企画・生産力を持ち、年間5,000万枚

の高感度・高品質・リーズナブルな価格の商品を製造することです。主力となる製造
卸売事業では、トップスからボトムまでのフルアイテムを専門店、量販店、無店舗等、
マルチチャネルに販売しております。小売事業では、多彩なブランドを店舗やＥＣを
通じ直接消費者に販売しております。
また、グループ会社では、専門店へのメンズＯＤＭ販売の株式会社サードオフィス、

レディスの帽子の株式会社中初がグループ会社に加わったことにより、当社の事業領
域を補完しております。これらを支える生産及び物流の基盤として、中国やアセアン
の海外有力工場との取組みによる効率的な生産体制、海外検品と国内自社センターと
の連携による物流ネットワークなど、グローバルなサプライチェーンを構築しており
ます。
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・コーポレート・ガバナンスの強化の取組み
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化にも取組んでおります。コーポレート・

ガバナンスの確立は、経営の効率性、公正性、適法性を高め、多様なステークホルダ
ーと適切な関係を維持し、企業の社会的責任を果たすことに繋がり、長期的には企業
価値・株主共同の利益の向上に資すると考えております。したがって、当社はコーポ
レート・ガバナンスの強化を経営の重要課題と認識しており、意思決定及び業務執行
において監視・監督機能が適切に組み込まれた体制の構築やコンプライアンス体制の
強化など、その強化・確立に努めてまいります。
当社は、経営の意思決定と業務執行を明確化するため、業務執行機関として執行役

員制度を導入しております。
また、現在当社の取締役６名のうち２名は社外取締役であり監査役４名のうち２名

は社外監査役であることから独立性の高い役員により取締役の業務執行を監視できる
体制となっております。
また、取締役の任期は、事業年度ごとに経営陣の責任を明確化するため、１年とな

っております。
さらに、コンプライアンス体制の強化のため法令順守の具体策の審議や社内の啓蒙

活動を行う機関として、コンプライアンス委員会を設置しております。

③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される
ことを防止するための取組み
  当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が
支配されることを防止する取組みとして「当社株券等の大量買付行為に関する対応策
（買収防衛策）」（以下 ｢本プラン」といいます。）を導入しており、有効期間は、2022
年１月期の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
  本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当社が、当該買付等につ
いての情報収集、検討等を行う期間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や
代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくことにより、当社の企業価値・
株主共同の利益を確保・向上させることを目的としております。
  本プランは、(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％
以上となる買付、もしくは(ii)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る
株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる
公開買付け、又はこれに類似する行為（以下 併せて「買付等」といいます。）を適用対
象とし、こうした場合に上記目的を実現するために必要な手続を定めております。
  当社の株券等について買付等が行われる場合、買付者及び買付提案者（以下 併せて
「買付者等」といいます。）には、買付等の内容の検討に必要な情報及び当該買付者等
が買付等に際して本プランに定める手続を順守する旨の誓約文言等を記載した書面の提
出を求めます。その後、買付者等から提出された情報、当社取締役会の買付者等による
買付等の内容に対する意見、その根拠資料及び代替案（もしあれば）等が、当社経営陣
から独立した社外者のみから構成される独立委員会に提供され、その検討を経るものと
します。独立委員会は、必要に応じて、独立した第三者の助言を独自に得た上、買付者
等の買付等の内容の検討、当社取締役会による代替案の検討、買付者等との協議・交渉、
株主の皆様に対する情報開示等を行います。
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  独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を順守しなかった場合、又は買付
者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉の結果、買付者等による買付等が
当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等で
ある場合等、本プランに定める要件のいずれかに該当し、新株予約権の無償割当てを実
施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対して、新株予約権の無
償割当てを実施することを勧告します。
  当社取締役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重して速やかに新株予約権の無償割当
ての実施又は不実施等を決議いたします。
  本プランの詳細な内容につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト
(https://www.crossplus.co.jp/)に掲載しております。

④　上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
  上記②の取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を 大化させるための具体的方
策として策定されたものであり、まさに基本方針の実現に資するものです。
　また、本プランは、前記③に記載のとおり、当社の企業価値・株主共同の利益を確保
し、向上させることを目的として導入したものであり、基本方針に沿ったものであり、
また、以下の理由により当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断してお
ります。

・買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること
　　本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主
共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業
価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相
当性の原則）を完全に充足しております。また、経済産業省の企業価値研究会が2008
年６月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏ま
えた内容になっております。

・株主共同の利益の確保・向上を目的に導入されていること
　　本プランは、当社株式に対する大量買付がなされた際に、株主の皆様が、当該大量
　買付に応じるべきか否かを判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために
　必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能と
　することにより、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上させるという目的を
　もって導入されております。

・株主意思を重視するものであること
　　本プランは、2019年４月25日に開催の当社第66回定時株主総会で株主の皆様のご承
認をいただき継続されたものであり、株主の皆様のご意向が反映されております。

　　また、本プランの発動の是非について、株主意思確認総会において株主の皆様の意
　思を確認するものとされており、その有効期間中であっても、当社株主総会において
　本プランを撤回する決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されること
　になっております。
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・独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
　　当社は、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの発動
　等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立性の高い社外者で
　構成される独立委員会を設置しております。
　　独立委員会は、当社株式に対して買付等がなされた場合、当該買付等が当社の企業
　価値・株主共同の利益を毀損するか否か等の実質的な判断を行い、当社取締役はその
　判断を 大限尊重することとします。さらに、同委員会の判断の概要は株主の皆様に
　情報開示されることとされており、本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保さ
　れております。

・合理的な客観的発動要件の設定
　　本プランは、あらかじめ定められた合理的で客観的な要件が充足されなければ、実
　施されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するため
　の仕組みが確保されています。

・第三者専門家の意見の取得
　　独立委員会は、公認会計士、弁護士等の独立した第三者の助言を得ることができま
　す。これにより、独立委員会による判断の公正性・客観性がより強く担保される仕組
　みが確保されています。

・当社取締役の任期は１年であること
　　当社取締役の任期は１年とされており、当社株主総会で選任された取締役で構成さ
　れる当社取締役会により本プランを廃止することができるものとされております。
　　従って、毎年の当社取締役の選任を通じても、本プランにつき、株主の皆様のご意
　向を反映させることが可能となります。

・デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策でないこと
　　本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとされており、当社の
　株券等を大量に買い付けた者が自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取
　締役で構成される取締役会により本プランを廃止することが可能であり、デッドハン
　ド型買収防衛策ではありません。
　　また、当社は、取締役の期差任期制を採用していないため、本プランはスローハン
　ド型買収防衛策でもありません。

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営政策のひとつとして位置づけ、財務体質の
強化と積極的な事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当の継続を基本方針と
しております。
　この基本方針に基づきまして、内部留保資金につきましては、当社の企業価値向上を目的
とし、中長期的な事業拡大のために投資してまいります。
　期末配当金につきましては、１株につき７円とし、支払開始日を2020年４月６日としまし
た。これにより、2019年10月に実施いたしました中間配当金（１株につき５円）とあわせま
して、当事業年度の年間配当金は、１株につき12円となります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2020年１月31日現在）  （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

【 資 産 の 部 】

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

電 子 記 録 債 権

商 品

貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

器 具 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

退 職 給 付 に 係 る 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

開 業 費

17,044

3,744

9,305

1,281

2,268

16

497

△68

8,829

4,056

1,996

33

42

1,984

417

251

166

4,355

3,832

106

27

37

377

△27

12

12

【 負 債 の 部 】

流 動 負 債 11,344

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 3,618

電 子 記 録 債 務 3,971

短 期 借 入 金 1,500

1年内返済予定の長期借入金 456

未 払 金 839

未 払 法 人 税 等 49

未 払 消 費 税 等 197

賞 与 引 当 金 114

返 品 調 整 引 当 金 38

そ の 他 559

固 定 負 債 2,136

長 期 借 入 金 662

繰 延 税 金 負 債 365

退 職 給 付 に 係 る 負 債 883

そ の 他 224

負 債 合 計 13,480

【純資産の部】

株 主 資 本 11,200

資 本 金 1,944

資 本 剰 余 金 2,007

利 益 剰 余 金 7,762

自 己 株 式 △513

その他の包括利益累計額 1,188

その他有価証券評価差額金 1,163

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 12

為 替 換 算 調 整 勘 定 11

退職給付に係る調整累計額 1

新 株 予 約 権 15

純 資 産 合 計 12,405

資 産 合 計 25,886 負 債 及 び 純 資 産 合 計 25,886

　(注)　記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2019年２月１日から
2020年１月31日まで) （単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 58,493

売 上 原 価 45,527

返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額 42

返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 38 △4

売 上 総 利 益 12,969

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 12,447

営 業 利 益 521

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 94

受 取 家 賃 147

そ の 他 21 264

営 業 外 費 用

支 払 利 息 19

賃 貸 収 入 原 価 47

そ の 他 17 84

経 常 利 益 701

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 113

そ の 他 1 115

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 10

事 業 整 理 損 失 2

そ の 他 0 12

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 804

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 69

法 人 税 等 調 整 額 112 181

当 期 純 利 益 622

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 622

　(注)　記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（2020年１月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

【 資 産 の 部 】

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

器 具 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

前 払 年 金 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

15,018

2,893

206

1,025

8,400

2,104

16

187

79

114

△8

10,093

3,986

1,891

40

33

35

1,984

146

118

28

5,961

3,703

1,140

50

796

26

34

235

△26

【 負 債 の 部 】

流 動 負 債 10,723

買 掛 金 3,305

電 子 記 録 債 務 3,971

短 期 借 入 金 1,504

１年内返済予定の長期借入金 335

未 払 金 777

未 払 費 用 183

未 払 法 人 税 等 30

預 り 金 95

賞 与 引 当 金 88

返 品 調 整 引 当 金 23

そ の 他 406

固 定 負 債 1,899

長 期 借 入 金 493

繰 延 税 金 負 債 347

退 職 給 付 引 当 金 882

資 産 除 去 債 務 37

そ の 他 138

負 債 合 計 12,622

【純資産の部】

株 主 資 本 11,303

資 本 金 1,944

資 本 剰 余 金 2,007

資 本 準 備 金 2,007

利 益 剰 余 金 7,864

利 益 準 備 金 223

そ の 他 利 益 剰 余 金 7,640

別 途 積 立 金 3,000

繰 越 利 益 剰 余 金 4,640

自 己 株 式 △513

評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,170

その他有価証券評価差額金 1,165

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 4

新 株 予 約 権 15

純 資 産 合 計 12,489

資 産 合 計 25,112 負 債 及 び 純 資 産 合 計 25,112

　(注)　記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(2019年２月１日から
2020年１月31日まで) （単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 54,169

売 上 原 価 42,356

返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額 25

返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 23 △2

売 上 総 利 益 11,815

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,234

営 業 利 益 580

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 301

受 取 家 賃 147

業 務 受 託 料 22

そ の 他 8 480

営 業 外 費 用

支 払 利 息 15

賃 貸 収 入 原 価 47

業 務 受 託 費 用 15

そ の 他 14 92

経 常 利 益 967

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 113 113

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 10

関 係 会 社 整 理 損 2

そ の 他 0 12

税 引 前 当 期 純 利 益 1,068

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 47

法 人 税 等 調 整 額 132 180

当 期 純 利 益 887

(注)　記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

－ 34 －

損益計算書
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
2020年３月18日

クロスプラス株式会社

取締役会　御中

ひびき監査法人

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 倉 持 　 政 義 ㊞

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 富 田 　 雅 彦 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、クロスプラス株式会社の2019年２月１日から2020年１月31日までの連

結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について

監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要

と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ

る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査

を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法

人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目

的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ

た適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営

者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示

を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、クロスプラ

ス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 35 －

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
2020年３月18日

クロスプラス株式会社

取締役会　御中

ひびき監査法人

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 倉 持　政 義 ㊞

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 富 田　雅 彦 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、クロスプラス株式会社の2019年２月１日から2020
年１月31日までの第67期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附

属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及
びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施

される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類
及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 36 －

計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2019年２月１日から2020年１月31日までの第67期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した

監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役

等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その

他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明

を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会

社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け

ました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び

その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に

定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、

取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いた

しました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びひびき監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他

における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ

ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10

月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動

計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

及び連結注記表）について検討いたしました。

－ 37 －

監査役会の監査報告書謄本
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘

すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針

に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とする

ものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人ひびき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人ひびき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年３月18日

クロスプラス株式会社　監査役会

常勤監査役 虫 鹿 　 宏 ㊞

監　査　役 曽 我 孝 行 ㊞

監　査　役 川 合 　 正 ㊞

監　査　役 松 永 安 彦 ㊞

     (注)　監査役川合正及び監査役松永安彦は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。

以　上

－ 38 －

監査役会の監査報告書謄本
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株主総会会場ご案内図

会　場　名古屋市中区丸の内二丁目４番２号
　　　　名古屋銀行協会　５階大ホール
　　　　電話番号　０５２（２３１）７８５１(代表）

Ｎ

丸ノ内
 中学校

（新御園橋） 外堀通 （本町橋）

桜通線

東山線

（大津橋）

名古屋銀行協会

名城病院
護国神社

ﾊﾞｽ「外堀通」

愛知県警察
　 本部

市役所駅
４番出口

市役所
愛知県庁

久屋大通駅

那古野
 神社

銀行
協会

産業貿易
（本館）

郵政局 名城小 教会

丸の内3丸の内2

丸の内駅
1番出口

丸の内駅
4番出口

東京海上
日動ビル

ﾊﾟｰｸ
 ﾋﾞﾙ

ｾﾝﾀｰ
 ﾋﾞﾙ

日銀

丸の内駅

栄駅

名古屋長久手線広小路通

伏見駅

鶴
舞
線

名
城
線

大
津
通

本
町
通

県図書館

テレビ塔

会場までの交通のご案内

●地下鉄　桜通線「丸の内」駅４番出口より徒歩10分
●地下鉄　鶴舞線「丸の内」駅１番出口より徒歩10分
●地下鉄　名城線「市役所」駅４番出口より徒歩12分

※駐車場に限りがございますので、公共交通機関をご利用ください。

地図




